
配点 加算 A委員 B委員 C委員 D委員 E委員 A委員 B委員 C委員 D委員 E委員 A委員 B委員 C委員 D委員 E委員

( 1 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 事務局採点：50点 事務局採点：30点 事務局採点：50点
( 1 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 10 6 8 8 8 6 6 8 6 8 8 6 8 6
( 2 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 8 6 8 6 8 8 6 8 6 8 8 6 6 6
( 3 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 10 6 8 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8
( 4 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 6 10 8 8 6 8 10 6 6 6 8 8 6 6 8
( 5 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 10 8 8 8 6 8 6 8 6 6 8 8 6 6
( 1 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 6 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
( 2 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 8 8 8 6 8 8 8 10 6 6 6 6 6 6
( 3 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 10 6 8 8 8 8 8 8 4 6 8 6 6 6
( 4 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 3 3 5 3 4 3
( 5 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 5 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3
( 6 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3
( 7 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 5 3 4 4
( 8 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 10 6 8 8 8 8 6 8 6 6 6 4 6 6
( 9 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3
( 10 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 8 6 10 8 8 6 6 8 6 6 6 4 6 6
( 11 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 10 8 6 6
( 1 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 6 8 6 6 6 8 8 6 8 6 8 6 6 8 6
( 2 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3
( 3 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 6 4 6 6 8 8 6 6 6 8 8 6 6 6
( 4 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 10 6 8 6 8 10 6 6 6 8 10 6 6 6
( 5 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3
( 6 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 8 6 8 8 8 10 6 8 8 6 10 8 8 6
( 7 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 8 4 8 6 8 10 6 8 6 6 10 6 6 6
( 8 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 3 5 2 3 3
( 9 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 4 3 5 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3
( 10 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3
( 1 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 8 6 8 6 8 8 6 8 6 6 8 6 6 6
( 2 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3
( 3 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 4 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3
( 1 )

( 2 )

( 1 ) 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 8 6 8 8 6 8 8 8 6 6 6 6 8 6 6

188 201 146 191 163 187 197 150 184 145 164 186 147 155 149

（ 74.5% ） （ 71.8% ） （ 68.5% ）

配点 加算 A委員 B委員 C委員 D委員 E委員 A委員 B委員 C委員 D委員 E委員 A委員 B委員 C委員 D委員 E委員

1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×５ 20 20 15 15 20 20 15 20 20 15 20 15 15 15 15
1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×５ 20 15 15 15 20 20 20 15 20 15 15 20 20 20 20
1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×５ 15 10 15 15 15 20 20 20 20 20 15 20 15 15 20
1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×５ 15 15 15 15 20 20 15 20 20 15 15 15 15 15 15

70 60 60 60 75 80 70 75 80 65 65 70 65 65 70

（ 65.0% ） （ 74.0% ） （ 67.0% ）

（ 71.9% ） （ 72.4% ） （ 68.1% ）

【評価採点基準】５段階（１点：劣る、２点：やや劣る、３点：普通、４点：やや優れている、５点：優れている）のいずれかに○を記入してください。

カナルサイド高浜の建替に伴う私立認可保育園整備・運営事業候補者選考委員会　第二次審査採点集計表

●第一次審査 Ａ事業者 Ｂ事業者 Ｃ事業者

資金計画分析（Ａ～Ｅ） Ｃ Ｂ Ｂ

評価項目 評価基準

安定的な経営基盤
財務状況分析（可・不可） 可 可 可

保護者への子育て支援

障害のある児童、外国籍家庭の児童等の受け入れに関する取組や考え方

地域の子育て家庭への支援

地域特性を踏まえた児童の健全育成

１　他施設の実績について（10点）【事
務局採点】

他施設の運営実績等

２　施設整備について（50点）

整備を予定している保育園の諸室の構成等

園児の遊び場の確保の考え方、近隣への配慮等

保育園内部整備の考え方(遮音性含む）

保育園の定員と定員設定の考え方

配置図、平面図、立面図、パース図等の施設の概要が分かる図面

子どもの人権擁護についての考え方

地元町会、自治会その他地元の街づくりに携わる団体や近隣住民、近隣企業、関係機関等との連携・交流

４　管理運営体制について（70点）

職員の配置（運営時間に応じた適正な勤務・職員体制、資格、経験年数、賃金体系）

給与・報酬・賃金等に関する規程（最新のもの）

園長の経歴・役割

職員の募集

職員の研修

職員の定着率向上に向けた取組や考え方（キャリアアップ内容含む）

本部の支援体制（現場との関わり方や課題認識、トラブル発生時の対応、欠勤・欠員時対応、マニュアルの整備・運用）

３　事業運営について（80点）

保育理念、基本方針及び法人の事業計画

保育基本方針、全体的な計画及び指導計画

食事の提供について（食育計画、アレルギー対応）

特別保育事業(延長保育や一時保育等)に関する取組や考え方

独自の保育サービス

苦情解決及びサービス評価（自己評価）の取組

利用者満足度への具体的な取組

虐待の予防及び早期発見に対する取組

５　安全対策・危機管理について（20
点）

安全対策及び危機管理体制、安全計画、非常時の業務継続計画

個人情報保護

健康・衛生管理（保健計画、児童の健康管理、疾病、感染症等の対応、施設の衛生管理等）

第１次審査評価点【総合計1300点（得点率）】
委員採点+事務局採点 969 933 891

６　資金・収支計画について（10点）【事
務局採点】

施設整備資金計画
1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ×２ 事務局採点：30点 事務局採点：40点 事務局採点：40点

運営資金計画

７　区内中小事業者の活用等について
（10点）

区内中小事業者の活用及び区民雇用の促進についての具体的な提案

第１次審査評価点【最高260点】

●第二次審査 A事業者 B事業者 C事業者

評価項目 評価基準

１　施設整備の考え方について（25点） 保育園の施設整備についての考え方について評価する。

２　施設運営の考え方について（25点） 保育園の施設運営についての考え方について評価する。

３　施設長候補者の考え方や本部との
連携等について（25点）

園長候補者としての考え方や適性等を評価する。
本業務を実施するに当たっての本部との連携についての考え方を評価する。

４　事業計画の実現性について（25点） 企画書の内容（職員の配置を含む）を実現することが可能かを評価する。

第２次審査評点（最高100点）

第２次審査評価点【総合計500点（得点率）】 325 335

総　合　得　点（最高1800点）

２位 １位 ３位

1294 1303 1226

370


